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FC東京 東芝ブレイブ
ルーパス東京

東京サントリー
サンゴリアス

市報の配布を
中止したい方はこちら

配布が必要ない場合は、左のQRコードから連絡または
市報ちょうふ配布コールセンター（配布受託業者㈱小平広告）☎042－300－3131へ

市報ちょうふは、
市■HPでもご覧いただけます

左２人目から高
こう

宇
たか

洋
ひろ

選手、小
お

柏
がしわ

剛
つよし

選手、
長
なが

友
とも

佑
ゆう

都
と

選手、小
こ

泉
いずみ

慶
けい

選手（12月８日）

　FC東京が明治安田Ｊ1リーグ2025の終了報告のため来庁しました。
長友選手からは「いつも応援ありがとうございます。皆さんの熱い
思いを裏切らないよう、結果で恩返しできるように、そして勇気や
希望を届けられるよう頑張るので、引き続き応援よろしくお願いし
ます」、小泉選手からは「味の素スタジアムでの試合でなかなか勝て
ていないので、皆さんに試合を見に行きたいと思ってもらえるよう、
結果を出して、より多くの試合に勝ちたい」と市民に向けてメッセ
ージ・意気込みを話していただきました。

左から脇健太運営統括マネージャー、田中澄
きよ

憲
のり

ＧＭ、
江見翔太選手（12月11日）

　シーズン開幕を前に調布市をホストエリアとする両チームが来庁しました。
　東芝ブレイブルーパス東京の濱田将暉選手からは「チームとして良い準備ができた。
３連覇に向けて、一丸で戦いたい」、東京サントリーサンゴリアスの江見翔太選手から
は「調布市の皆さまに良い報告ができるよう、優勝に向けて頑張りたい」とそれぞれ
今シーズンに向けた意気込みを話していただきました。調布市では両チームのホスト
エリアの一つとして連携企画や情報発信などを今後実施していきます。

■問スポーツ振興課☎042－481－7496トップスポーツチームが市役所を訪問しました

左から田中正之取締役兼企画管理部長、本田副市長、
薫
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真広代表取締役社長兼ＧＭ、市長、濱田将暉選手、
今井副市長、星野明宏副社長（11月28日）

予約 名称 主な相談内容 相談員 日 程 時間・定員

要
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法律 離婚、相続、契約、金銭貸借 弁護士
毎月第２土曜日　※４ 午前９時～午後１時　■定16人

毎週火・金曜日（閉庁日に該当する場合はなし） 午後１時～５時　■定16人
（第２土前日の金曜日は８人）

税務 所得税、相続税、贈与税、事業税、市民税、法人税 税理士 毎月第１月・第２木・第３金曜日
（閉庁日に該当する場合は翌週の該当曜日）

午後１時～５時　■定８人
（第３金曜日は16人）

登記 土地・建物の売買・贈与・相続、会社の設立・役員変
更 司法書士

毎月第１・３金曜日
（閉庁日に該当する場合はなし）※登記申請書や
添付書類の作成・確認はなし

午後１時～４時　■定６人

相続等の
書類作成

相続時の提出書類（遺言書、遺産分割協議書など）の
作成方法 行政書士 毎月第２・４火曜日

（閉庁日に該当する場合はなし）
年金・
社会保険 年金、高額療養費、雇用保険、解雇 社会保険労務士 毎月第１木曜日

（閉庁日に該当する場合は翌週の該当曜日）
不動産 土地・建物の売買、アパートの賃貸借契約 宅地建物取引士 毎週金曜日（閉庁日に該当する場合はなし）
土地家屋
調査測量 土地・建物の調査測量、表示登記 土地家屋調査士 毎月第３金曜日

（閉庁日に該当する場合は前週の該当曜日）

交通事故 示談の方法、損害賠償、慰謝料、保険金 専門相談員 毎月第１・２・４・５水曜日
（閉庁日に該当する場合はなし） 午後１時～４時　■定４人

弁護士 毎月第３水曜日（閉庁日に該当する場合はなし） 午後１時～３時30分　■定３人

総合相談日 法律、税務、登記、不動産取引、土地家屋調査測量 有資格者 毎月第３金曜日（閉庁日に該当する場合はなし） 午後１時～４時（法律相談・
税務相談は５時まで）
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心 人間関係や生き方など心の悩み 公認心理師 ６日㈫ 午後１時～４時　■定３人専門相談員 ８日㈭・15日㈭・22日㈭
※
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人権身の上 日常生活での人権侵害問題 人権擁護委員 28日㈬
午後１時～４時市政・行政 市の業務全般及び官公署などへの意見、要望 行政相談委員 14日㈬

家庭 夫婦・親子などの家庭生活の問題 専門相談員 26日㈪
※１　相談日の４週間前の午前９時からオンライン・電話・窓口で受付
※２　相談日の１週間前（祝・休日の場合はその直前の開庁日）から電話・窓口で受付（予約開始時間／窓口は午前８時30分～、電話は９時～）
※３　相談日当日に電話・窓口で受付（受付時間／窓口は午前８時30分～午後３時、電話は午前９時～午後３時）
※４　１月10日㈯の法律相談は市役所２階市民ロビー出入口をご利用ください。１階駐車場側入口と２階正面入口は利用できません
※体調不良などにより予約した相談をキャンセルする場合は事前に要連絡。無断キャンセルをした場合、次回の専門相談の利用不可となる場合あり
■費無料　■所■問市民相談課（市役所２階）☎042－481－7032

掲載単位／１カ月（１日～末日）　
掲載位置／市■HPのページ下部　
規格／GIFまたはJPEG形式、縦60ピク
セル×横150ピクセル　
広告料／１枠当たり１カ月３万円　
締め切り／掲載希望月の前々月の末日　
■申■問申請書（広報課（市役所４階）で配
布、または市■HPから印刷可）を〒182
－8511市役所広報課☎042－481－7302
へ郵送（必着）または持参

市公式ホームページの広告主募集

各種相談窓口はこちら 調布市LINE公式アカウントに
友だち登録してから調べる 市HPから調べる

１月の相談案内 専門相談オンライン予約


